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                午後２時00分開会 

○消費生活部長 お待たせいたしました。本日は、委員の皆様には、お忙しいところ、ま

た、あいにくの天候の中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本審議会の事務局を担当しております、生活文化局消費生活部長の高田でございます。

よろしくお願いします。 

 ただいまご出席をいただいております委員の方は18名、ほかに委任状が４通でございま

す。委員の半数以上の出席という総会の開会に必要な定足数に達しておりますことをご報

告申し上げます。 

 それでは、会長、進行をよろしくお願いいたします。 

○島田会長 ただいまから、第17次東京都消費生活対策審議会第６回総会を開会させてい

ただきます。 

 それでは、お手元の会議次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 審議に入ります前に、簡単にこれまでの審議の経過についてお話ししておきます。諮問

事項は、「社会経済状況の変化に対応した消費者被害救済のための新たな仕組みづくりに

ついて」でございます。平成14年７月５日に知事から諮問を受けました。諮問の趣旨は、

社会経済状況の変化に伴い、新たな取引形態も出現し、消費者トラブルに関する相談はま

すます増加し、深刻化しており、今後、都民がより適切かつ迅速に被害救済を受けられる

よう、他の機関との連携も含めて、都の役割を担う効果・効率的方策について検討し、新

たな仕組みを構築するという消費者被害救済のあり方でありました。 

 この諮問事項を審議するために、松本委員を部会長とする被害救済部会を設置し、５回

の部会を開催し、審議・検討を重ねていただき、12月の総会で審議の方向性について、被

害救済部会から報告してご意見をいただきました。その後、さらに３回の部会で中間報告

をとりまとめていただき、本日、報告していただくことになりました。 

 それでは、松本部会長から報告をよろしくお願いいたします。 

○松本部会長 それでは、中間報告をさせていただきます。 

 お手元に中間報告の案がお配りされていると思いますが、最初に目次を見ていただきま

すと、「はじめに」というところがございます。これは、先ほど会長がご紹介された事柄

が書いてあります。 

 続きまして、第１という前半部分が「消費者被害の救済に係わる基本的視点」というこ

とで、現状がどうであるか。その中で都が果たすべき役割はどういうものであるかという
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ことが、いわば総論的な形で論じられております。後半が第２「消費者被害救済の新たな

仕組み４つのポイント」ということで、いわば各論的に具体的提案を四つにグループ化し

て論じております。 

 それでは、２枚めくっていただきまして、４ページから進めさせていただきます。まず、

前半部分の「消費者被害の救済に係わる基本的視点」の一つ目として、「社会経済状況の

変化と消費者被害の増加・深刻化」であります。グローバル化、市場メカニズム重視、Ｉ

Ｔといった最近の特徴から、消費生活は利便性が増し、多様性に富んできたのだけれども、

他方で、事業者と消費者の間の格差がさらに拡大していると言えます。さらに、食品につ

いて、ＢＳＥの問題が生じたり、また、偽装表示が出て、企業に対する消費者の信頼が揺

らいでいるという状況があります。 

 こういう事柄は、事業者間の公正競争を阻害しているだけではなくて、消費者に対する

被害ももたらしているわけで、そこで21世紀にふさわしい公正な市場ルールの整備、事後

チェック機能の強化、セーフティ・ネットの仕組みを構築することが重要な課題となって

いる。 

 消費者被害は、苦情相談の経緯から、年々増加・深刻化しているということが言えます。

とりわけ契約形態の複雑化に伴う相談やＩＴ、あるいは、金融商品等、専門性の高い取引

からくる相談が増えております。また、安全性にかかわる相談についても、件数は減少し

ていますが、重大な被害や広範囲にわたる被害につながるような問題を抱えているケース

が多いと言えます。 

 また、インターネット絡みの相談、金融商品の相談、リフォーム等の悪質な被害、ある

いは、高齢者等をターゲットにした被害も増えていると言えます。他方で、国の社会経済

政策や規制緩和を背景にして、市場メカニズムを重視した市場整備ルール、そして、それ

が守られているかどうかの事後チェック型に移行しつつある。そのような中で、消費者被

害の増加・深刻化に対応するためには、被害救済の機能を強化し、実効性を上げるととも

に被害の予防が必要とされております。 

 国としては、消費者契約法やその他のミニルールの整備を進めているほか、司法改革を

行う、あるいは、裁判外の紛争処理機能を強化する。あるいは、自主行動基準やコンプラ

イアンス経営といった新たな施策をとろうとしております。 

 ６ページ、７ページにかけまして、「裁判外紛争解決（ＡＤＲ）促進の動き」というこ

とで、ＡＤＲに向けての幾つかの取組みが紹介をされております。弁護士会や司法書士会
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のもの、事業者団体を中心としたもの、さらに最近では、ＮＰＯが様々な形でこの分野に

も参入してきているということが言えますが、これらの民間型の相談・裁判外紛争機関は、

中身が、質とか、あるいは、処理結果の公開がなされているか、いないか等、内容的に見

ると様々なものがあります。 

 次に、７ページ以下の部分で、「消費者被害救済機能の充実・強化のために都が果たす

べき役割と課題」が述べられております。まず、行政が消費者被害救済を行うことにどの

ような意義があるのか、それが行政の仕事としてふさわしいことなのかどうかが、 (1)の

ところで述べられております。消費者被害というのは、立証の困難さやコストの面で、

個々の消費者が対応することのできないものであるということ。それから、背後に同一同

種被害が多数あるといったことから、行政がそれに対応することは住民サービスの一つと

して十分に必要なことである。 

  次に、 (2)「都が果たすべき役割」ということで、都が果たすべき役割としてどういう

ものがあるかが８ページ、９ページであります。四つに整理しております。まず第一とし

て、区市町村の相談窓口では対応困難な、複雑・多様な被害、広域被害に対して、都が消

費生活総合センターにおいて対応することが必要であるということ。 

 第二に、高度専門的処理を必要とする被害への対応も東京都に求められている。 

 第三に、国民生活センターの調査によりますと、商品やサービスに不満があったり、被

害を受けた場合に、苦情をどこかに申し出る消費者は46.9％と半数以下である。そのうち、

消費生活センターなどの行政に相談に来る消費者はわずか 3.7％であるということで、そ

れ以外の、苦情を言う人のうちの圧倒的多数は、事業者に直接行く、あるいは、民間の相

談所機関に行っているということですから、そこで東京都として、第三の課題として、民

間型相談・ＡＤＲ機関等と連携する必要がある。 

 第四に、個別の紛争解決だけではなくて、相談処理で得た情報を、事業者指導といった

行政施策につなげるセンサー機能を果たす必要があるという４点に整理をしております。

 次に10ページで、区市町村の取組みにつきまして述べております。区市町村においては、

23区すべて、26市中25市で窓口が開設されるなど、整備は進んではおりますが、未だ区市

間での不均衡が見られる。あるいは、区市町村のセンターでは相談員の数が少ないことか

ら、相談を通じて蓄積される情報量も少なくて、新たな問題に対して対応がスムーズにで

きないという問題がある。あるいは、事業者指導の権限がないことから、事業者があっせ

んに応じないという状況もあるのではないかという指摘がされております。 
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 次に、都の取組みでありますが、ここでは、最近、都が積極的に行ってきた幾つかの施

策について紹介がされております。消費生活アドバイザー制度、あるいは、相談員の専門

分野別相談、被害救済委員会が、より機動的にできるようになってきたこと。それから、

事業者指導についても、特別機動調査班が設置されたということが紹介されておりますが、

それぞれについてもう少し、このように取り組めばいいのではないかという事柄も書かれ

ております。 

 12ページに参りまして、それでは、東京都あるいは都のセンターとしていろいろやって

きているわけですけれども、さらにそれ以上に求められる事柄としてどうなのだろうかと

いうことが12ページで４点上げられております。 

 まず第一に、都内の消費生活センター全体のレベルアップを図るために、都の消費生活

総合センターの機能の充実を図る、被害救済委員会の積極的活用を図ることを含めて、区

市町村支援の強化を図る必要があるということが第一です。 

 第二に、専門的な処理を必要とする解決困難な案件について、さらに専門性を高めるた

めの新たな仕組みの導入が必要ではないか。 

 第三に、総合的な窓口機能を高めることが必要であるということで、その一環として、

民間型相談・ＡＤＲ機関等との情報交換や紹介等による情報の共有化を指摘しております。

このようにすることによって、都内の被害救済を全体としてレベルアップしていく仕組み

づくりが必要である。 

 第四に、広域の被害、複雑な被害の救済や未然防止を図るため、規制部門と連携を図る、

都庁内外の機関との連携を図る、消費者施策以外の行政施策とも連携を図る必要があるの

ではないかという指摘をしております。 

 この12ページで四つの課題を挙げましたが、これが13ページ以下の「４つのポイント」

という形で、より具体的に提案がされているものであります。 

 そこで13ページに入りまして、「４つのポイント」の第１として、紛争解決機能の強化

に向けた取組み、これは都のセンターの取組みですが、それと区市町村支援の仕組みの構

築ということであります。ここでは、都のセンターが自らの紛争解決機能を高めるという

こと、それとともに区市町村を支援する効率的、効果的な仕組みをつくることが必要であ

るということで、分けております。 

 まず、都のセンターの紛争解決機能を高めるという点で、 (1)「相談処理基準の明確化

や指針等の作成」が挙げられております。これは、消費生活総合センターを利用した消費
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者へのアンケートの調査結果、実際の相談処理結果を分析したことから出てきたものです

が、どうもセンター側での処理の分類と、相談をした側、消費者の側での認識にずれがあ

るということが一つあります。これは、いわば消費者側の希望をセンター側が必ずしもき

ちんと把握できていない、あるいは、説明がきちんとできていないというところがあるの

ではないか。それから、同じようなタイプの相談で、積極的なあっせんを行うかどうかに

ついて、相談員や職員によって判断が分かれるというようなことも出てきております。 

  そこで、適切かつ迅速に相談処理を行うために、相談処理の方針、相談方法、手続、処

理結果の分類の方法等を定めた相談処理基準というものをきちんとつくる必要があるので

はないか。その処理基準を踏まえて、さらに、より具体的に相談員が取り組めるための実

務マニュアルをつくってはどうかということが14ページに書かれております。 

  相談処理基準や実務マニュアルというものは、都の総合センターの相談処理のレベルア

ップに役立つだけではなくて、それを区市町村にも提供することによって、都全体として

の処理能力向上に資することになると思われます。 

  以下、◆印のところで、相談処理基準の明確化の具体的な内容、相談処理の指針となる

実務マニュアルの具体的内容が書かれております。例えばインターネットのホームページ

において、定型的な相談事例に対する定型的な回答を載せることなどによって、消費者が

センターに電話をしてもなかなかつながらないとかいう苦情を少し軽減できる機能がある

のではないか。あるいは、実務マニュアルにつきましても、相談のときに役立つことは当

然ですが、それ以外にも、ホームページを作成したり、あるいは、消費者啓発のパンフレ

ットを作成したりするのにも役立つこともあります。それから、被害救済委員会の判断結

果を、より相談に活用しやすくするための工夫ももっとすべきではないかということで、

相談者向けの解説シートの作成なども提案しております。 

  次に、15ページの (2)で、「区市町村の領域を越えた被害を的確かつ迅速に救済する仕

組みの構築」について述べております。一つの区や市の域内のみで消費者被害を起こして

いる事業者もいますが、そうでない事業者のほうが多いという状況、特にそのようなケー

スほど深刻な被害が出ていることから、都民が都内のどこの消費生活センターに相談をし

ても同じ水準で的確かつ迅速に救済される仕組みをつくる必要があるだろうということで、

統一的処理の仕組みをつくる必要がある。具体的には、区市町村単独では解決困難な案件

について、都の総合センターが区市町村に呼びかけて一括して当該事業者に対して紛争解

決を求めることが考えられます。 
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  それから、情報が区市町村にきちんと伝わっていないのではないか、あるいは、知りた

い情報をすぐに教えてくれる仕組みが欲しいという要望が強いことから、都のセンターと

区市町村の相談員職員の間で、そのような情報交換が迅速に行えるような専用の電話回線

の設置とか、ファックスのシステム、その他インターネットを使ったシステムをつくる必

要がある。 

  それから、 (3)で、区市町村の相談処理機能を充実させるという点ですが、現状におき

ましては、まだ区市町村間における体制の程度に差もあります。そこで、区市町村の相談

員や職員の研修を総合センターとしてもっと取り組むべきではないかということが、16ペ

ージ、17ページで提案されております。単独では相談窓口を設置できないような町村、あ

るいは、窓口を設置していても毎日やっているわけではないとか、小人数であるところ等

において、共同で対応するような仕組みをつくることを東京都として支援することが考え

られるのではないか。 

  次に、17ページから、二つ目のポイントとしての、「解決困難な案件を処理するための

高度専門的相談の仕組みの構築」であります。これは、あっせんが成立しなかったケース

を分析した結果、約 500件ありますが、専門家が関与していれば解決できたのではないか

と思われる事案が相当数あることから提案されている事柄であります。 

  18ページで、「専門家の関与による二次的相談処理の仕組み」という言い方をしており

ます。二次的と言うからには一次的というものがあるわけで、これはまず相談員が対応す

る。そこでうまくあっせん解決ができない場合について、専門家、ここでは弁護士、司法

書士、建築家、医師等の人が考えられると思いますが、それらの専門家が関与することに

よって、専門性の高い紛争について適切な処理が可能になるのではないか。 

  18ページの下のほうで、専門家の関与の仕方として二つ挙げております。一つは、相談

員が事案の整理をして、相談員・職員とともに消費者が専門家から助言を受けるというや

り方。もう一つは、消費者と事業者が紛争解決に向けて話し合う場に専門家が相談員・職

員とともに同席するというやり方が考えられるのではないかということです。 

  次に、相談員や職員が、緊急に専門家から助言を受けられる仕組み。これは、紛争解決

の場に直接専門家が入ってくるというよりは、相談員に対する専門家のアドバイスという

要素が強いわけですが、現在存在するアドバイザー制度をもう少し簡素化、迅速化し、時

間等をもう少し柔軟にするという形で、迅速に助言を受けられるようにすることはどうか

ということ。 
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  それから、 (3)で、相談員・職員の処理能力の向上のための方策として、能力アップ、

人材の育成をもっと都として組織的に行っていく必要があるということを述べております。 

  20ページからは、三つ目のポイントとしての「民間型相談・ＡＤＲ機関との連携の仕組

みの構築」が述べられております。先ほども言いましたように、苦情のうち、都や行政機

関のセンターに来るのはごく少数であることから、民間型相談・ＡＤＲ機関が果たしてい

る役割を十分に踏まえて、それも含めた形での被害救済、相談の適切性の確保が必要であ

る。そのための仕組みづくりを、都のセンターとして積極的に行っていくべきであるとい

うことです。ただ、注意しなければならないのは、民間型の機関には、実に様々なものが

あって、違いがある。様々であることが民間機関の利点であるわけであって、それを一元

化して個性をなくさせる方向ではなくて、利点・特色を生かしつつ、行政としては、それ

ぞれの民間機関が透明性・中立性を重視して適切な紛争解決を図ってくれるように奨励す

る、支援する形で連携していくことが必要であろうと思います。 

 まず、 (1)ですが、情報の共有化ということです。民間型機関と都のセンターとの情報

の共有化を図る仕組みをつくる必要があるということで、具体的には、提供される情報に

ついて、項目を共通化する、書式を共通化すること等によって、一覧性が高くなるように

することはどうか。 

  次に (2)で、民間機関との連携によって、効率的・効果的に紛争を解決する仕組みを構

築すべきである。これは、他機関紹介という形で処理結果の分類がされている事柄につい

て、より効率的・効果的なやり方を考えようということであります。単に民間機関に紹介

すれば終わりということで、たらい回し的にならないようにするためにはどうすればいい

かということです。 

  21ページの下のほうで、そのためのやり方として、まず、事前に民間機関との間で協定

を締結して、相談者を紹介するときには、処理結果について報告を返してもらうというフ

ィードバックの仕組みなどを入れるべきであるということを言っております。以下、民間

機関の種類ごとに留意すべき点を言っております。 

  まずは、事業者団体による相談・ＡＤＲ機関との連携の際の留意すべき点。それから、

弁護士会等の専門家団体、特に弁護士会や司法書士会との連携という点では、これらの専

門家が、訴訟になった場合に、訴訟における代理権を持っていることから、あっせん・調

停で解決しない場合、訴訟における解決につなぐという機能があります。 

 それから、消費者団体の中には、行政が相談サービスを行っていない週末や夜間に相談
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サービスを行っているところがあるようでありまして、これらの行政サービスのすき間に

あるといいますか、行政サービスがカバーしていない部分を積極的にやっている団体とは、

より積極的な連携が求められると考えられます。 

 23ページの上のところでは、そのような民間機関が扱って解決しなかったケースについ

て、被害救済委員会に付託できる手法を考えるべきではないかということを指摘しており

ます。 

   (3)では、そのような民間機関の紛争解決機能を高めるために、東京都のセンターとし

て、センターが持っている処理結果等を提供することによって、それが民間においても活

用できるようにする。あるいは、民間機関の相談員の人の研修等もやるなどして、人材育

成にも貢献すべきではないかということを述べております。 

  最後に、23ページ以下で、「広域的・多様な被害の救済と未然・拡大防止を図るための

連携の取組み」という表題で、行政相互間における、あるいは、行政内部における連携に

ついていろいろ述べております。まず、 (1)で、他の行政機関とのネットワークをつくる

必要がある。東京都内部の他の行政部門との連携だけではなくて、他の都道府県との連携、

あるいは、 (2)では、被害の未然・拡大防止を図るための他の行政施策との連携の取組み

ということで、特に福祉施策との連携が必要ではないか。それから、教育行政との連携が

必要ではないかということ等を取り上げております。 

  27ページで、今まで述べてきた事柄について、一覧してわかるようにしたものでありま

すが、矢印の数が増えておりますので、少しわかりにくいところもあるかと思います。 

  あと、参考資料は、この報告書をまとめるに当たって、調査をいたしました事柄につき

まして、調査結果の概要を記したものでありますので、また別途お読みいただきたいと思

います。 

  以上です。 

○島田会長  どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの中間報告について、ご質問、あるいは、今後の審議に当たっての

留意点など、皆様のご意見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 いかがでございましょうか。 

○河西委員 １点だけ。議論の中でどういうご認識があったのかなということでお伺いし

ます。 

 ＡＤＲの機関と消費者センターなり行政との関連のところですが、司法制度改革の中で、
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法の整備あるいは既成の法の改正があるということで、その中で今回、民間の機関と行政

との役割分担の議論がされたのだろうと思います。今のご説明の中では、都の消費者セン

ターに来たものを民間ＡＤＲに紹介するというご説明があったかと思います。消費者の立

場になりますと、まず事業者のところに聞いて、それでだめな場合に消費者センターに行

こうという消費者がまだまだ多いと認識しております。法の改正、法整備とあわせて、Ａ

ＤＲと行政との役割、そこら辺はどのようなご認識が議論が進んだのか、ちょっと知りた

いと思いました。 

○松本部会長 法改正の内容がどうなるのかということは、まだ具体的な姿が見えてこな

くて、いろいろ議論されているところを漏れ聞く程度ですが、かなり技術的なことが中心

のような感じがいたします。ＡＤＲ機関で紛争解決のあっせんをしている間は、例えば時

効が完成しないようにする。裁判を起こしているのと同じような扱いにするとか、そうい

ったようなことを議論していると聞きますから、我々が考えているＡＤＲ全体の話よりは、

もう少し細かい議論をしているのかなという感じがしております。これは、法案が出てき

てから具体的に議論すべき事柄かなと思いますが。 

 それでは、消費者が事業者の窓口に行って、相対交渉でうまくいかない場合に、そこか

ら都のセンターに相談に来ること、それを連携と呼ぶかどうかですが、事業者の方のお話

を聞きますと、事業者側の説明に納得いただけないということであれば、「じゃ、東京都

のセンターにお行きください」という言い方はできないと言うんですね。それはあまりに

も紋切り型というか、嫌ならあっちへ行けという言い方はできないから、積極的に行政に

行ってくださいということは言わないという話でした。そういう意味では、個々の事業者

との相談レベルにおける連携はちょっとできないのではないか。それは逆に、東京都のセ

ンターに来た人に対して、個々の事業者のところへ行って苦情を言いなさいとは言えない

のと同じだと思います。 

 ただし、個々の事業者ではなくて、事業者団体ということですと、事業者サイドではあ

るかもしれないけれども、個々の事業者の個別の利益ではなくて、もう少し公益的な色彩

のある第三者的な要素が入っているわけですから、そのような事業者団体が主導している

ＡＤＲ機関の中から、都として一定の基準を満たしているものについては積極的に連携を

して、お互いに事件について処理をゆだねたり、引き取ったり、そういう連携をしていく

ことが十分に考えられるし、必要なことではないかと思っております。 

○島田会長 よろしゅうございますか。 
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○河西委員 はい。 

○島田会長 そのほか、ご意見、ご質問、ございませんか。 

○加藤委員 今の河西委員のご心配の一部を私は推察します。私も、ＡＤＲの民間型利用

について、積極的に行政のほうからアプローチすることはいかがなものかということを当

初、実は私は被害救済の部会にかかわって作業に参加させていただいた者ですが、初めは

そういうふうに考えておりました。しかし、ＩＴだの金融商品などでも難しいものがアッ

プ・ツー・デートにあらわれてくる時代には、そこが公益的に消費者のためになるような

仕事をすれば、そこを活用しない手はないのではないかと思うようになりました。 

 そこで非常に心配なのは、たらい回しということです。それで、今回の報告書の21ペー

ジにもわざわざ書いてもらったわけですけれども、21ページ、各民間型相談の仕組みのと

ころについては、紹介する場合は、紹介先から処理結果などの報告を返送してもらうなど

の、きちんとしたマニュアルと、そのフォローアップを確約すると。 

 そういうことで、いずれにしても、消費者は、対事業者の間でうまくいかなくて、ある

いはまた、直接東京都へ相談に来るということは、ここを一番信頼しているわけですから、

ここから消費者を手放さないということをこの処理の中では確認したと思っております。 

 それから、ちょっと余分なことですが、私は今回自分がかかわって、いろいろと細かい

ことも注文をつけながら作業をしてきたわけですが、ほかにもポイントはあったかと思い

ますが、私は大きな二つのポイントがあるように思います。個人的には、このＡＤＲとの

連携の方法と、二次的な専門家関与の相談の処理を入れたということ。これは非常に今日

的な自治体の処理としてどんどん推進していってほしいなという思いで、参加した中で意

見を言わせていただいて、これが結実しているのではないかと思っております。 

○島田会長 どうもありがとうございます。 

○曽根委員 今のお２人のお話と若干関連するのですけれども、一つは、私も前回申し上

げましたが、やはり消費者が何らかのトラブルを抱えたときに、どういう相談行動をとっ

ているかというと、半分の方が泣き寝入りといいますか、要するに、そのまま放っておく。

残りの半分弱の方が、まず事業者に行き、そこで解決しない場合は行政に行く場合もある

が、それはわずかである。この現状の行動は、一つには、消費者に対する啓発をもっと強

めながら、適切な相談窓口にダイレクトに行けるような手だてをどうとっていくかという

ことが大きな意味があると思います。 

 同時に、現状から出発するならば、事業者へ行ってだめだった、そこから行政に来るこ
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ともあるわけで、そのときの入り口に入ったところで、適切な相談箇所、処理できるとか、

そのレベル、そこに持っていくときに、今ある程度体制は限られているわけなので、そさ

をコーディネートする仕組みが一番鍵になるのかなと思っております。 

 例えば、消費者相談センターも、このアンケートを見ますと、やはり直接の相談機能を

強化してほしいということが、相談に携わっている方々のアンケートでも一番多い。それ

から、忙しくてなかなか大変ということもその後にも出てくるわけです。この辺がやはり

一つの入り口としては、相変わらず大きな問題である。 

 それから、そこで何でもかんでも処理するということは今日的ではないので、レベルに

応じて相談を振り分けていく調整だけでもできるところがあれば、これは非常に有効であ

る。その専門的な処理が必要なところは専門的に、多少待ってもそっちに行く必要がある

だろうし、行政で処理できるものは行政でと。そこが消費者にとってはっきりすることが

非常に大事ではないか。その後は解決に向かって進んでいける。 

 その機能をだれがどう持つのかということを、これはポイントの３のところですね。こ

こを、例えば研修その他書いてありますが、何らかの連携を、よりシステム的にできるよ

うなものがないのかなということは、今後もまたぜひ議論していただければというのが、

私が最大の思っている点です。 

 それから、これは法改正との関連だと思いますが、国との関係の話がほとんど書かれて

いないのは、法の改正を待つというか、国の動きを見ながらということだとは思いますけ

れども、私どもの立場から言うと、国の法律が、ここにはっきりと書いてあるように、消

費者と事業者の間に情報の格差があって、やはり消費者の側に救済措置をとることが自治

体としても当然の任務であるし、同時にそれがこの問題を解決する最大のネックであると

いう立場は、必ずしも法のほうでは十分にとられていないという問題が相変わらず残って

いると思うので、この点については、東京都のほうからも、国に対して基本的な方向とし

ては働きかけていく必要があるだろうと思っておりますので、もし何か書けるところがあ

れば、そのことについてもご指摘があればと思います。 

 以上です。 

○島田会長 どうもありがとうございました。 

○松本部会長 国民生活センターのデータで、約半数の人しか苦情を言わない。そのうち

ごく少数しか行政のほうには来ないと。では、苦情を言った人のうち、行政に来ない人は、

事業者との交渉で満足したから来ないのか、満足しないのだけれども、仕方がないから諦
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めたのかというのは、ここからはすぐは出てこないわけですが、事業者との話し合いで納

得できれば、それはそれでいいわけですし、事業者との話し合いでまとまれば、そちらの

ほうが行政コストもかからないからいいのだろうと思います。事業者との間でうまくいか

ない、納得できないという場合に、次の段階としてどうするかということで、今までは、

いわば行政のほうが相当その部分をやっていたのに対して、民間の側で積極的に紛争処理、

をもっとやるべきではないかというのが、ＡＤＲ重視の流れだと思います。 

 その場合に、行政に来た場合と、民間機関に来た場合とで、処理結果に差があってはあ

まり意味がない。行政がやる相談とか苦情・被害救済には、法律の精神から見て、被害救

済のレベルを下げさせない役割があるのではないか。つまり、民間型のＡＤＲ機関が、も

っと処理をするに当たって、行政型がつくった水準とか基準、ルール等に比較的近い線で

どんどん処理をしてくれれば、行政コストをかけてやらなくてもいい。事業をやって利益

を得ている事業者が、自分のコストで紛争処理までやることは、市場メカニズムという点

からは妥当なことですから、処理結果が切り下げられないような形でそれを促進するのが

いいのではないか。東京都としては、そういう観点から判断基準等についての共有化を行

うとか、相談をする人に対する研修、情報提供を行っていく必要があるのではないかと考

えております。 

○島田会長 よろしいですか。 

○曽根委員 はい。 

○森委員 今、部会長がおっしゃいましたように、連携することによって同じようにでき

ることは大切なことでありますし、また、行政コストが引き下げられることも大切なこと

で、今後、民間型ＡＤＲにおける相談が活発化していくことは望ましいと思います。 

 しかし、ここで忘れてはいけないのは、行政の相談は、単に被害者個人を救済するだけ

ではなくて、そういう被害が発生したことの背後にある問題点をつかえまて、その個人の

救済のみならず、消費者全体の利益の増進ということを忘れてはいけないと思います。で

すから、センサー機能だとかいうことが出ておりますが、私はそれは非常に大切なことで

あると思います。民間型相談・ＡＤＲ機関との相談や連携において、そういったような情

報を収集して、全体へのフィードバックというようなことが書かれていますが、フィード

バックしていくことが、究極の行政の役割ということが、この市場メカニズム社会の中で、

消費者が自立し、そして自己責任で行動できるような、そういう消費者を育てていくとい

う消費者教育というか、施策とか、そういうことが大きな役割だと思っておりますので、
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そこにフィードバックができるような形で、ＡＤＲとの連携を持ってもらいたいと思って

おります。 

 もう一つは、加藤委員さんがおっしゃったことに私も大賛成で、この中間報告を拝見し

て、全体的に網羅してくださって、私が言いたいこともいろいろ言ってくださっていると

思いますが、加藤委員と同じように、私は、高度専門的な相談というか専門家の関与、そ

れとこの民間型相談・ＡＤＲ機関、この二つが私も非常に大きな今回の報告のポイントで

あると思います。 

 ですから、専門家をお願いするときは、相談員・職員が、いつでも、「簡便・迅速」と

いう言葉で書かれておりましたが、簡便・迅速、そして機動性を持たせてということをポ

イントにして、それを十二分に活用ができるようなシステムを考えていっていただきたい

と思います。 

 私も昔に相談員をしたことがありますが、そのときのことを振り返って考えますと、大

半の消費者は、情報力の不足、交渉力の不足によって被害をこうむっているわけですが、

中には、権利意識をはき違えた消費者もいることはいます。それから、相談員が説明をし

てもなかなか耳をかそうとしないような消費者もいることは、確かにいると思いますが、

こういう報告書にはそういうことはあまり書けないのかもしれませんが、そういう人たち

を説得し、納得してもらうには、やはり専門家の関与も大きな役割を果たすのではないか

と思っていますので、ぜひ、専門家の方たちにご助力をいただいて、スムーズに処理がで

きるようになったらいいなと思っています。 

 以上です。 

○島田会長 ありがとうございました。中間報告に対する、どちらかというと、より積極

的な推進への要望としてお受けいたします。 

 ほかにご意見ございませんか。 

○浦川会長代理 中間報告のご説明を今受けて、大変よくまとめられ、努力されたと思い

ます。その点では感謝を申し上げたいと思いますけれども、その中で、特に注目すべき点

は、先ほどから出ているように、ＡＤＲ機関あるいは民間型相談との連携ということだと

思います。行政として、この連携をする場合に一番問題になるのは、ＡＤＲの質といいま

すか、これがしっかりしたものであることが重要であることは言うまでもないと思います。

その点では、20ページに、それの質的な担保といいますか、そこに書かれているのは、こ

れらの機関がそれぞれの特色を生かしつつ、相談処理結果の公開などにより透明性、中立
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性を重視した適切な紛争解決を図るための方策に取り組むことが期待されるということで、

そこで透明性、中立性を維持するようにという努力目標が書いてあります。 

 ただ、問題になるのは、それは相手方に対する期待であって、これがどう担保されてい

るかは非常に難しい。ここが問題だろうと思います。特に、ＡＤＲに関する法整備の中で、

多様なＡＤＲの促進ということになってきて、若干危惧されているのは、いろいろなＡＤ

Ｒができてくる可能性がある。場合によっては、望ましくないような団体もひょっとする

とＡＤＲと言ってくるかもしれないという問題もあるわけで、都としても、連携を考える

場合、もう少し何らかの方策を考えていく必要があるのではないか。 

 特に、透明性という点では、業界団体などのＡＤＲは相当情報公開されてきていると思

います。問題は、それが本当に公平であり中立なのかということです。それは、出てくる

データからはそうですが、これは必ずしも担保されていないんですね。私が思うに、これ

は今後のこの報告書のバージョンを上げていく際にもう少しお考えいただきたいのは、例

えば第三者評価などをこのＡＤＲが取り入れることを促進させてはどうか。つまり、第三

者評価を受けるように、あるいは、第三者評価を受けることが連携をするための前提だと。

外部監査を入れなさいということを積極的に提言されてはどうかと思います。最近は、大

学を含めて、第三者評価ということが一つのアイデアでありまして、それによって、本当

に業務がきちんと行われているかどうかということを担保しようと。だから、第三者評価

を受けてきちんと評価されているようなところがいいということは、一つ考えられていい

のではないか。これは私の意見でございます。 

○島田会長 透明性、公正・中立性の確保、担保ということも、ある意味では大変難しい

話ですけれども、今、浦川会長代理から、第三者評価という具体的な提案がありましたが、

いかがでしょうか。 

○松本部会長 重要なことだと思います。とりわけ東京都のほうが積極的に協定を結ぶと

か、連携の施策をとるからには一定の基準をクリアしているところとでないと、こういう

ことはできないだろう。そうなると、その基準として、透明性・中立性という抽象的な言

葉だけで、果たして要件を満たしていると判断できのか。もう少しそれを具体化した基準

を考えなければならないだろうし、それを満たしているかどうかを東京都が自ら認定でき

るのかどうか。第三者評価は確かに一つあり得るわけですが、では、どういうところが第

三者評価機関としてやってくれるのかとか、いろいろ問題があります。 

 これと関連いたしまして、現在、国際標準化機構（ＩＳＯ）の中で、民間型の中でも業
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界型といいますか、事業者主導型のＡＤＲについての国際的な規格・基準をつくる作業が

始まります。もしも、それが順調に進みますと、業界主導型の、事業者が中心になって資

金を出してつくるＡＤＲ機関については、このような原則に従って活動していることが国

際的な基準を満たしているのだということができますから、そこまで行けば、それを満た

しているかどうかということで、東京都が判断するなり、それこそ第三者認証機関が出て

くることも考えられますので、その辺の国際的な情報なども調査しながら、連携相手の評

価をしていく必要があるのではないかと思っております。 

○島田会長 ありがとうございます。 

○浦川会長代理 ちょっとだけ補足します。 

 第三者評価という場合、必ずしも評価機関でなければいけないというわけではないと思

います。外部に、適切な有識者から監査委員を選んで、その人にレポートを書いてもらう

ということが一番素朴な第三者評価であって、こういったような形できちんと消費者代表

や何かが入って、それなりに監査していて、ここは間違いなくちゃんとやっていますよと

いう監査報告書があるところは信頼がおけると思います。最終的には、第三者評価機関あ

るいは国際的な標準化は必要なのかもしれませんけれども、それ以前にでもやはり外部監

査を行っていくことは、もし都が本当に連携するならば、そのくらいの客観的な担保を取

らないといけないのではないかというのが私の意見です。 

○島田会長 ありがとうございました。 

○高橋（伸）委員 今回の報告書に関しましては、アンケート調査とかヒアリング、実態

調査等に基づいたものということで、非常にきめ細かく、かつ、重みがあるものだと思い

ます。 

 ただ、私としましては、先ほどから皆さんのご意見にも出ていますように、連携という

点に危惧を持っております。報告書の８ページの部分ですけれども、国民生活センターの

調査に基づいて、消費生活センターに申し出るよりも、民間事業者あるいは民間ＡＤＲと

いう書きぶりになっていて、だから民間の活用となっているのですけれども、都が果たす

べき役割で言えば、私はもっと、都の役割のほうを先に書くべきであって、９ページのよ

うに、「消費生活総合センターの」というような書きぶりには少し不満がございます。 

 といいますのは、調査にもいろいろありまして、調べてみましたら、内閣府の国民生活

局のほうで、平成14年度国民生活モニター調査というものを、昨年５月にやっておりまし

た。８月に公表されているのですけれども、それで見ますと、消費生活センターというの
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は、認知度が断然トップでございまして、名前も連絡先も知っているというのが、この調

査では59％という数字が出ております。次が、消費者団体の21％。あとの事業者団体とか

小額補償制度とか、そういうものはみんな１けた台でした。考えてみますと、消費生活セ

ンターを知っていらっしゃる方は、いろいろな情報も自分から入手していますから、被害

を受ける率が低いのかなと思います。 

 国民生活センターのほうは被害者調査ですから、そういうことを知らない方々が、まず

は事業者のほうに行っている。事業者のほうに行きますと、最近はいろいろな事業者団体

が独自のＡＤＲをつくっているので、自ら、こういうものがありますからどうですかと利

用を促進しているところがあると思います。 

 ただ、この国民生活モニター調査を見ますと、行政ＡＤＲに対しての評価といいますか、

イメージということで、消費生活センターは専門的な助言が受けられるという評価である

とか、中立的であるとか、その辺が非常に高い。業界団体になりますと、中立的ではない

とか、そういう評価になっていますので、やはり消費生活センター等にみんなが期待して

いる部分も、この報告書には積極的に書いていただきたいと思っております。 

 それから、民間のＡＤＲとの連携で言えば、ヒアリング調査の中で、事業者団体が、例

えば守秘義務が生じるために処理結果の報告はできないとか、都から回された場合には、

下請けではなくて任せてほしいということを言っています。そうしますと、都としては、

本当は主体的に最後まで責任を持って取り組もうとしても、実際に回した結果、だめだと

言われてしまうケースが出てきていると思います。そうなると、行政の規制などにも生か

しにくいということになりますので、私は、一般の方々が専門性を期待しているのであれ

ば、連携が先にあるのではなくて、やはり専門性を高めていくという役割のほうが重要で

はないかと思っております。 

 多様なＡＤＲが生まれてきているわけですけれども、それは、いろいろできてくるから

専門のところに任せればいいという考え方ではなくて、それぞれ競い合うことが期待され

ていると思います。消費者はいろいろなところが選べて、中立・公正で、かつ効率的で安

く上がるところを選んでいくことになりますので、都が民間の機能を高めるとか、仲良く

することも結構ですけれども、どちらかといえば、競い合って、そういうところに負けな

いでやっていく、こういう気概で取り組むことが大事だと思います。 

 そういう期待がいろいろあるのですが、この報告書の中で、第２の２「解決困難案件を

処理するため高度専門的相談の仕組みの構築」という見出しがある１ページのところを見
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てみますと、ほかの項目は、「作成」、「構築」、「支援」という言葉が細目のところに

入っています。たぶん事務的なミスかもしれませんが、この２の (1)、 (2)、 (3)には、

仕組みとか方策ということで、取り組む、構築する、作成するとかいう文字がありません。

この辺は一番重要なところだと思いますので、積極的な書きぶりにしていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○島田会長  ありがとうございました。 

  松本部会長、何かコメントがございますか。 

○松本部会長  今のご意見ですが、例えば９ページのところに、都が果たすべき役割とし

て第一から第四まで挙がっておりますが、この順は意味がございます。目玉として、民間

型ＡＤＲとの連携が強調されますが、それをやることによって、東京都はどんどん足抜け

をしていこうとかいう趣旨ではないわけです。むしろ、まず、第一に行政としてちゃんと

やる、第二も行政としてちゃんとやる。第三に、ようやく民間との連携が出てくるという

ことですから、この報告書は、東京都としての機能アップ、都のセンターに対する機能ア

ップを提言しております。 

 ただ、現実に民間がいろいろ活動している中で、民間との連携も必要であるだろうし、

民間の能力をアップして、東京都の処理水準と同じような形にまで持っていってもらえれ

ば、東京都民にとってはプラスになるであろうということから第三になります。 

 それから、競い合うことも当然必要ですが、その競い合い方として、民間のほうに行こ

うとする消費者を、行かせないで東京都のほうへ来させるという競い合いは、あまり必要

がないのではないか。処理結果のレベルで競うことは重要だと思いますし、それによって

民間による処理結果の水準をアップさせることが必要です。したがって、東京都が何もや

らず、民間だけに任せると、そういう意味でのレベルアップが実現しないという危惧は確

かにございますから、行政としてやるべきことはきちんとやるのは大前提だけれども、民

間がやれるところは、もっと積極的に民間にやってもらえるように、東京都としても誘導

するなり、支援するなりする必要があります。 

 ただし、レベルが下がるとか、不当な解決が押しつけられるとかいう形にならないよう

にする手だてはとらなければならないと思います。 

○島田会長 ありがとうございました。 

 そのほか、ご質問、ご意見はございませんか。 
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○高橋（伸）委員 今の競い合いのお話ですけれども、民間に行きたい人をとどめるとい

うことは好ましくはないと思いますが、12ページの、「都に求められる役割」の第三に、

「総合的な窓口としての機能」ということがあるのですが、これが安易に紹介しないよう

に、それなりの基準を持って、それなりの情報を持って、ここは後でフィードバックして

くれるところなのか、そうでないところなのか、という点も踏まえて、紛争処理状況がど

うなっているのかを消費者にきちんと伝えて、どこを選ぶのかという選択をしてもらうよ

うにすることが大事だと思います。 

 もう一つ重要なことは、都が何を、どのような手順でやってくれるかということです。

報告書の13ページ後半から14ページ目あたりに、基準の明確化とか指針、マニュアルとい

うようなお話が出てきます。これをつくることは大事ですけれども、やはり競い合って、

それから利用を高めていくという意味では、これをつくるだけではなくて、基準であると

か指針であるとか、そういう内容を都民に積極的に周知していくことが非常に大事だと思

います。できましたら、少しでもそこを書き込んでいただきたいと思います。 

○齋藤部会長 大変重要なご指摘で、私もそのとおりだと思いますが、議論の過程では、

おっしゃっているようなご意見をなるべく実現するための施策としてどういうものが考え

られるかという方向で議論してきたと私は思っております。 

 この報告の前提になっている委託調査の中では、先ほどご指摘がありましたようなデー

タや国民生活局の統計などもそれぞれ踏まえてこれを書いています。もう少し具体的に申

し上げると、いわゆる一般的な認識としては、消費生活センターの認知度は高い、にもか

かわらずどうしてこれしか来ないのか。このギャップを埋めていかないと行政としての役

割は果たせない。そのための方策として、何をどうしたらいいのかということが、今回の

この中身に盛り込んでいきたいところが、いろいろなご意見を踏まえてこうなっているわ

けであります。 

 ですから、単純に連携すればいいということを言っているつもりではないと思いますし、

例えば22ページの、先ほどのご指摘にもありましたけれども、やはり相手を選ぶ。選ぶに

ついては、きちんとした条件をクリアしているところを選ぶことも当然考えておりますし、

実態調査の中で、都の窓口に来た相談処理結果について、今、マニュアルのこともござい

ましたけれども、情報提供とか、他機関紹介という形で終わっているケースの割合が非常

に多いんです。 

 その前に、単純に、あそこにこういう窓口がありますよというだけで都のセンターの仕
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事は終わりということであれば、先ほどのご指摘のとおりで、これは私もびっくりしたの

ですが、消費生活センターに専門性を求めるというアンケート結果がありましたが、だと

すると、ほかを紹介して、そこで適切な解決が図られるのであったとしても、それに見合

う、すなわち消費者に対してきちんと責任を持てるような他機関紹介にしろ、解決のため

の位置付けをするにはどうしたらいいのか。それを果たすことが行政の役割ではないか。

そういう視点でまとめておりますので、決してご心配のようなことにはならない。むしろ、

もっと押し進めるための結論付けをしているのではないかと思います。中身にかかわった

者の欲目かもしれませんけれども、ご理解いただければと思います。 

○島田会長 ありがとうございます。 

○後藤委員 私もこの被害救済部会で審議した立場におりますので、もう少し補足をさせ

ていただきたいのですが、行政との連携というのは、たくさんの危惧が出ていると思いま

すけれども、部会の意見の中でも、それは当初、かなり、今、何人かの方もおっしゃった

ように、危惧は出されました。それを議論しながら少しずつ修正してきたという経緯があ

ることを、ぜひご理解いただきたいと思います。 

 確かに、行政は中立的な立場にいて、それが事業者側にある程度関与していただくより

は、事業者団体としても事業者の団体ですから、行政のほうが中立性があるということは

もっともでありまして、消費者と事業者の情報格差ということから考えると、中立である

行政ができるだけタッチして問題を処理していくということは確かに最も望ましいことで

はあります。 

 しかし、今回のポイントとなっております、高度専門的な案件の処理ということが非常

に重くのしかかってきております。高度専門的な案件の処理に関しては、内部でいろいろ、

二次的相談の充実とか、専門家への相談というようなことでいろいろ議論していくと、そ

れと比例するような形で、やはり専門的な知識や情報がある民間との連携が、ある程度は

仕方がない、必要性があるということでありまして、今、そうたくさん行われているわけ

ではありませんので、少し入り口を開いていただいて、本日ご指摘をいただいたような中

立性の担保とか、そういうことを確保しながら、少し歩みだしてみようという段階ですの

で、今日のところは、ご審議いただいたところを十分に生かす形でご理解いただけたらと

思っております。 

○島田会長 ありがとうございます。 

 本日は中間報告をお諮りし、様々な貴重なご意見をいただいているわけでありまして、
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ご意見を最終報告に生かして、場合によっては誤解なきように表現していくことになろう

かと思います。 

 よろしゅうございましょうか。 

 ほかにご意見ございませんか。 

○曽根委員 今、皆さんの議論を聞いていて、全体として積極的な方向で議論がされてい

ることについては、新しいものについてはどうしても書き込みが大きくなるので、３の柱

が分量としては多くなっているところに、どうしても気がかりなところも出てくると思い

ますが、全体的としては、積極的な行政の役割を踏まえてということで議論されているこ

とについては、ぜひその方向で引き続きやっていただきたいと思います。 

 その上で、前回、私がちょっと提案して、何かわかりやすい図をということで、27ペー

ジがそれにおこたえいただいたということだと思います。わかりやすいかどうかは、もう

一工夫かなと。申し訳ないですが。 

 この中で、事業者団体のＡＤＲと消費者団体のＡＤＲは、上のほうと下のほうとで区別

されていますね。これは、書き込みの中ではそうではなくて、民間相談・ＡＤＲ、そして

消費者団体の役割も位置付けられていたわけですが、やはり消費者からの相談のかけ方は、

上のほうは多少苦情的なものが多いでしょうし、下のほうはまさに相談と。そういう意味

では、それぞれの役割は同列ではないなと思うし、先ほど、第三者評価ということの議論

があったので、私はやはり、事業者団体もしくはそれに関連したＡＤＲを、消費者の立場

からある程度チェックするという意味で、第三者とは言えないかもしれませんが、消費者

団体の役割、もしくは、消費者の立場に立った専門家の役割が非常に重要であって、そう

いった役割という点では、消費者団体の位置付けを少し突っ込んで考えていいのではない

かと思います。歴史も伝統も持っている消費者団体がありますので、そうしたところの役

割を一層引き上げていくといいますか、位置付けを高め、また、必要な支援も行って、事

業者に対する一つのチェック機構なども考えてもいいのではないかということを感じまし

た。 

 そうしますと、行政の役割として、中心的な役割を持ちながらも、事業者が持っている

事業者ゆえの専門的な知識や情報を、適切に行政が引き出していき、消費者のためにそれ

を還元していくというサイクルを今後つくっていくということだと思います。その中で消

費者団体が果たす役割をそういう角度から見てみても、今後の発展の道が見えてくるので

はないかと思いますので、その点も検討いただければと思います。 
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○島田会長 ありがとうございます。 

○松本部会長 その図ですけれども、事業者団体ＡＤＲと言った場合、事業者団体が自ら

行っているケースと、事業者が中心になってお金を出して別組織をつくってやっているケ

ースがありまして、ＰＬセンターと言われているものも二つあるようです。家電製品など

は別組織です。そういう場合には、事業者団体型のＡＤＲだけれども、実際の裁定をした

りする委員会には消費者代表が入っているという意味では、一応中立性が確保されている

形になります。 

 そうではなくて、事業者相互間による、同僚相互間の相談といいましょうか、チェック

的なＡＤＲもあると思います。他の同業者から見てどうなのかという形で評価していると

ころもあると思います。その辺は、連携する場合に、基準として少し入ってくるのだろう

と思います。事業者が上にあって、弁護士会とか消費者団体が下にあるという図をおつく

りになった事務局として、積極的な意図があって分けているのか、それとも、事業者に対

しては、事業者指導というもう一つの太い線が入っている関係で、場所的に単に上のほう

にしただけなのかなという気もいたします。 

○島田会長 図作成について、事務局から何かございませんか。 

○企画調整課長 この図につきましては、いろいろ苦労しましたが、事業者や事業者団体

が上に来ているのは、消費者から相談に行くので、統計的に、先ほどの国民生活センター

のところから見て、苦情を持っている消費者は、まず事業者へということがありますので、

こういう図をつくって、それから行政ということで、順番を何か意図的にしたというもの

ではございません。いろいろな角度から見て書いたほうが、よりわかりやすく適切である

ということであれば考えたいと思いますが、つくったときには、順番といいますか、位置

は決めておりません。 

○島田会長 この図も中間報告であろうと思います。恐らく、発表されると、この図が一

人歩きするようなところがあろうかと思いますので、本日のご意見、さらにはもう一度検

討していただいて、最後は、わかりやすくて疑義の生じない図を仕上げてくれるはずでご

ざいますので、そのようにお願いしたいと思います。 

 ほかにございますか。 

○高橋（伸）委員 私もこの図についてちょっと意見を申し上げます。消費者と事業者と

か事業者団体、行政、弁護士、すべて「相談」の矢印で結ばれています。これそのものが

被害救済の新たな仕組みづくりということなので、問い合わせ相談からスタートして、苦
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情、紛争と進むはずです。相談で解決すればいい、あるいは、苦情で解決すればいいわけ

ですが、そうできなかったものが紛争になるわけなので、そこのところの仕組みがこの図

にあらわされていないのは気になります。一般の方がこれを被害救済の仕組みとして見た

ときには、すべて「相談」でくくられていると、ここの部分でわからなくなってしまうの

ではないかという感じがしております。ここのところをもうちょっと工夫していただきた

いと思います。 

○島田会長 例えば具体的にどうするということがございますか。 

○高橋（伸）委員 言ってみれば、問い合わせとか相談が終わってしまったところからス

タートして、苦情が事業者との相対で解決すれば紛争には行かないわけですし、相対が解

決しなかったら、それが事業者団体が関与して、そこの紛争処理のシステムを使うかもし

れない。少なくとも事業者との間で、直接紛争になるということはないわけです。そのと

きにはどこかが関与しているわけなので、その辺を少しわかりやすくしていただきたいと

いうことですが、かえって複雑になるかもしれません。 

○島田会長 ありがとうございます。 

 大変な作業だと思いますけれども、図というのは、確かに１枚ですけれども、重要でご

ざいますので、再度ご検討を願いしたいと思います。 

 そのほかにございますか。 

○加藤委員 高橋さんに伺いたいのですが、私、今、お話を聞いていて、あまり理解でき

なかったので確認です。 

 タイトルは「被害救済の仕組み」ですよね。それで、一番左側に「消費者」がいて、自

分がこれは被害だと感じて、そこで相談をするということで、ここでは「相談」という言

葉で私はいいのではないかと思うのですが、それはまずいんですか。 

○高橋（伸）委員 そこのところは、例えば国民生活センターさんなどは、相談、苦情、

紛争ということはきちんと定義をつくっていらっしゃると思いますが、例えばＡＤＲなど

では、それぞれに、マニュアルといいますか、標準をつくるときにそこを定義付けしてや

っていると思います。ですから、そういうことも、消費者教育的な観点も含めてこの図に

は盛り込んだほうがいいのではないかと思っているわけです。 

○加藤委員 ここに、相談とは何かというようなことをね。 

○高橋（伸）委員 はい。 

○加藤委員 わかりました。 
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○島田会長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 だいぶ時間もたっております。今後なお詰めるべき点、表現の仕方、そういうことにつ

いて大変貴重なご意見をいただいてきました。本日の審議をお聞きしているところ、中間

報告全体としては異議がないものと考えられますので、中間報告といたしましては、この

総会は承認いただいたというものにさせていただいて、よろしゅうございましょうか。 

               （「はい」の声あり） 

○島田会長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 貴重なご意見を誠にありがとうございました。 

 今後は、中間報告につきまして、明日から４月15日まで都民意見を募集いたします。ま

た、ただいま皆様からいただきましたご意見を踏まえ、最終答申に向けて、被害救済部会

の委員の方々には、大変とは思いますけれども、さらなるご活発な審議をお願いしたいと

思います。 

 それでは、本日は局長がお見えでございますので、一言ご挨拶をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○生活文化局長 生活文化局長の三宅でございます。 

 本日は、年度末の非常にお忙しい中にもかかわりませず、委員の皆様方、大ぜいの方が

この総会にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。 

 最初に、島田会長もおっしゃいましたが、昨年７月に知事から、「社会経済状況に対応

した消費者被害救済のための新たな仕組みづくりについて」ということでご諮問申し上げ、

この間、松本部会長さんを中心とした部会の皆様に、精力的にご審議をいただきまして、

本日の総会のたたき台としての中間報告をいただきました。本当にありがとうございまし

た。 

 こういった消費者被害につきましては、私どもも日ごろ非常に驚いているわけでござい

ますが、日々新たな被害が出てまいります。特に最近の傾向としては、不況を反映してお

りまして、事業者が倒産してしまった後の被害とか、あるいは、貸金業による被害とか、

あるいはまた、どうしても収入が欲しいということで、いわゆる内職商法による被害とか、

本当に、以前には考えられなかったような被害が出ておりまして、個別の事業者指導、い

わゆる指示とか勧告も行っておりますが、これは非常に構造的なものであろうと思ってお

ります。非常に複雑・深刻化している状況は、日々実感しております。 
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 消費生活総合センターを中心として相談をいろいろ受けて、こういった救済については

努力しているわけでございますけれども、同時に、やはり単に外に知らしめるだけではな

くて、どういったセーフティ・ネットをつくっていかなければいけないかということも痛

感しております。今回の中間報告では、先ほどからずっと出ておりますが、東京都が行政

としてやらなければいけない仕組みづくりについてご議論いただき、それを中心として、

事業者あるいは専門家としての弁護士会、消費者団体といったものとの連携を議論してい

ただいたと理解しております。 

 この中間報告では、先ほど来、民間型の相談・ＡＤＲ機関の動向も視野に入れておりま

すが、私どもも、関係団体の意向や消費生活センターを実際に利用している都民の皆様の

ニーズを本当に把握していかなければいけないなと思っております。そういう前提でこの

報告書が、先ほど来、部会の部会長さん、部会長代理の齋藤先生などもおっしゃっており

ますように、かなり現実を十分に踏まえてご議論いただいたということで、本当に感謝し

ているところでございます。 

 島田会長さんからもお話がありましたように、これをもとにしまして、いわゆるパブリ

ックコメントで都民からの意見も聞いてまいりますので、さらに今後とも審議のほどをよ

ろしくお願いしたいと思っております。 

 最終の答申に向けて、今後の委員の皆様のご協力あるいはご支援をよろしくお願いした

いと思います。 

 以上でございます。本当にありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○島田会長 どうもありがとうございました。 

 以上、中間報告の審議は終了いたしましたが、そのほかにつきまして、皆様方からご意

見等がございましたら、いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○池山委員 東京都に要望があります。今、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会

で、弁護士報酬の敗訴者負担について本格的な検討が開始されているわけです。私たち消

費者団体は、敗訴者負担の制度が導入されれば、一般市民を裁判から締め出すことになる

のではないかと考えております。特に消費者訴訟などは、裁判が起こしにくくなるのでは

ないかということで導入に反対しております。それと、消費者団体の新たな社会的役割を

果たすために、団体訴訟の権利を認めさせるための様々な取組みも行っているのですが、

弁護士報酬の敗訴者負担が導入されると、これも非常に難しい状況になると考えておりま
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す。 

 まだ具体的に意見募集はされていないのですけれども、仲裁検討会に対して都がご意見

を出していただいて、これを見たときには、やっぱり私たちは東京都とパートナーシップ

のもとにあると実感したのですけれども、ぜひ早めに、敗訴者負担に対して、司法アクセ

ス検討会に都として、我々と同じように導入反対とすっきりいかないと思いますが、何ら

かの働きかけをしていただきたいということを要望いたします。 

○加藤委員 関連です。 

 被害救済が、行政の窓口で、消費者センターで済めば、これは一番ハッピーなことです

けれども、どうしようもなくて、今度、東京都の場合ですと、いずれ二次相談のような形

とか、民間型ＡＤＲを活用するとか、いろいろなことがあると思いますが、究極的には、

やはり司法アクセスという形で消費者の被害が救済される場面が予測されるわけです。そ

の場合、今でも日本の裁判制度は、庶民からは、時間とお金がかかるものであるのに、弁

護士報酬の敗訴者負担となると、本当に消費者取引関係、公害のような、庶民の人権救済

的な司法の壁が厚くなってしまうと思います。 

 それで、事務局のほうに、申し訳ないのですが‥‥。私と、あと池山さんも東京都の消

費者団体連絡センターでご一緒に活動しておりますし、今日は実は、高梨委員が、カゼと

花粉症で声が出ないので急に休まれて、私のところに、十分言ってくださいというファッ

クスが来たのですけれども、彼女のところの団体でも、みんなで一緒にデモをしたり、要

望書を出したり、いろいろやっております。この東京都の消費生活対策審議会の前の会長

でいらっしゃいました清水誠先生も、行動を率先してやっていただいております。お手元

に差し上げましたものは、一番わかりやすい資料は、清水誠先生や、弁護士の方などが主

催している会の資料で事務局の、この四谷の森法律事務所というのは、齋藤先生のところ

ですけれども、こういったような形でみんながんばっております。 

 今日の資料３を拝見いたしますと、さきに東京都は、内閣府の国民生活審議会に対して、

21世紀型消費者生活のあり方の中間報告に対する意見を出してくださいまして、これは大

変、消費者団体からは歓迎されている心強い意見書であったわけですが、今度の敗訴者負

担につきましても、都民の立場に立ちまして、池山さんもおっしゃるように、反対と言う

ことはできないとしても、例えば消費者取引関係とか公害関係とか部分を区切って、全面

的な敗訴者負担制度ではないようにしていただきたいという応援のご意見を、司法アクセ

ス検討会へお寄せいただけると、消費者としては大変ありがたいと思って、お願いする次
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第でございます。 

○島田会長 ありがとうございました。 

 ただいまお２人の委員から意見としてお出しいただいたわけですが、当審議会の諮問事

項とは直接はかかわりがございませんけれども、ご存じのように、現在、国で司法改革が

進められていて、それは当然のことながら、消費者被害の救済ということに実質的にはか

かわってくる。その中でも特に、現在、司法改革推進本部の司法アクセス検討会で、ただ

いまございましたように、弁護士報酬の敗訴者負担導入の方向で検討がなされていて、そ

れについて、東京都も意見をというご意見でした。 

 ただいまの点につきましてご意見がございましたら、ほかの方も出していただけたらと

思います。いかがでございましょうか。 

○曽根委員 ただいまの池山さん、加藤さんのお話は、たまたま今日は議題になっていな

かったので、予備知識はあまり持っていないのですが、前々から、裁判員制度などもあり

ますけれども、裁判がどうしても避けて通れないとなったときに、一番大きいのは費用負

担の問題です。ところが、個人または一般の消費者などのレベルで言うと、裁判費用が非

常にかかってしまうことが実態だと思うし、相手方の弁護士さんの費用もとなると、崖の

ように高くなってしまうということが実態だと思いますので、もし、東京都がそのように

積極的な消費者の立場での意見を出していただけるならば、これにすぐるものはないなと

思いますので、私からもぜひお願いしたいと思います。 

○島田会長 ほかにございますでしょうか。 

○日和佐委員 私も、今ご発言なさった意見に賛成です。社会的に問題提起をするような

裁判というものも、勝ち目はなくてもやらざるを得ないというケースが出てきます。そう

いう裁判が、敗訴者負担が導入されると全くできなくなってしまう。そういうことも含め

て、ぜひ東京都から意見をいただきたいと思います。 

○島田会長 ありがとうございました。 

 ほかにご意見ございますか。 

 狭い意味では、当審議会の諮問事項とは異なりますけれども、実質的に言いますと、消

費者の被害救済という意味では大変重要な国の動きがあるわけでございます。ただ、具体

的に、当審議会は、あくまでも知事の附属機関でございまして、先ほどちょっとご紹介に

ありましたし、これから事務局からご報告をいただきますが、国民生活審議会の場合、ち

ょうどパブリックコメントを求められているところに意見を言ったという関係があります。
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今のところ、この司法アクセス検討会はパブリックコメントを求めるところまでは進んで

いないようでございますし、そのあたりまで含めた上で、東京都あるいは審議会としては

何ができるのか、私も現時点では回答がございませんけれども、今日のところは、委員か

らそのような意見があったことを議事録にとどめるということでよろしゅうございましょ

うか。 

○加藤委員 とにかく一度、東京都と会長先生、部会長さんの皆さんでご検討いただいて

‥‥。ただ議事録にとどめおきでお終いというのはいかにもさびしいので、ご検討はいた

だきたいわけですが、いかがなものでございましょうか。急に申し出まして恐縮ですけれ

ども、私どもとしては、それほど真剣に取り組んでいるということです。こんなことにな

ったら、企業などがお金にあかせてたくさんの証人などを、特に外国あたりから学者さん

なども次々と呼んで、裁判を長引かせて、その挙げ句私ども消費者が負けたら、それを全

部費用を負担しなさいということでは、孫子３代かかっても費用の負担ができない。消費

者団体が３代かかってみんなでやっても、恐らく、その費用の負担はできないのではない

か。そういうことを考えたりしています。 

 それから、せんだって、これは外務省と内閣府のお世話で、全国消費者団体連絡会が一

緒に主催して、ＥＵの消費者団体の皆さんとの交流研究会みたいなものがございました。

そのときに、私は細かくは聞いておりませんが、団体訴権を持っているところの団体から

のご意見があったのですが、その中で、ドイツでしたか、やはり敗訴者負担制度がどのよ

うに消費者団体にとって負担かということがお話しになられたようですが、池山さん、そ

こはご存じですか。 

○池山委員 今、加藤さんからお話があったように、ＥＵの消費者団体の代表団で、その

ときに、ドイツの消費者団体の方が参加をしていらっしゃいまして、いろいろな問題につ

いて交流しました。そのときに、ドイツは団体訴権を持っているのですが、そこのところ

でも敗訴者負担が当然あるわけで、団体訴権のところで非常に苦労していると。ドイツの

ように、言ってみれば、訴訟に関しての消費者に対してのいろいろな支援がある中でも、

やはり敗訴者負担はかなり重いという率直なご発言がありました。 

 私どもは、消費者保護基本法で、消費者の権利もまだ認められていなくて、21世紀の消

費者政策の中で議論がされているのですが、そこの上で、そうはいっても団体訴権は消費

者の権利をきちんと確保するために大事なことなので、我々も挑戦しようと考えています。

こういうときに、片方では敗訴者負担を導入するとかいう議論がされているということで、
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私どもとしては、今後どのようにしていくかということで議論が進められているところで

す。もちろん、議事録にとどめていただくことも大事なことだと思いますけれども、もう

少し我々の、今の切羽詰まっている部分もおくみ取りいただきたいと思います。 

○島田会長 おっしゃることは、法律にかかわっている一人間としては十分にわかります。

議事録にとどめるという表現が誤解を生じているようですけれども、複数の委員からこの

ように意見が表明されているわけでありまして、議事録に表明されるということは、それ

なりに重みがあることでございまして、それでやめようという意味ではなくて、国の動き

もまだ最終的には定かではございませんし、どっちの方向で検討するというところまで今

日は踏み込んで決めることはできなかろうと。当然、議事録にとどめるというのは、こう

いう総会でご意見があったわけですから、それは実質上は検討に入ることを意味する。た

だ、それがどっちの方向にどうなるかということは、先ほど言いましたように、国の動き

をフォローしつつ、最終的にどのような結論を出すかということは、今日のところは何と

も言えない。そのような意味では、当然、検討ということは事実的には意味するものだと

思います。 

 ほかにございますか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、最後に、事務局から説明がございましたらお願いいたします。 

○企画調整課長 それでは、ほかの資料について簡単にご紹介いたします。 

 資料２でございますが、先ほど、この中間報告の意見募集ということで、明日から４月1

5日までの形で、いろいろな広報手段を使ってＰＲしていきたいと考えております。 

 資料３でございますが、先ほどお話がございましたように、国民生活審議会、消費者政

策部会の中間報告に対しまして、１月に意見募集ということがございました。総会でもご

意見をいただきましたが、１月28日に、都としてこのような形で意見を提出いたしました

というご報告をさせていただきましたので、ごらんになっていただきたいと思います。 

 資料４は、今後のスケジュールでございます。今後、都民意見の募集に入るわけですが、

その後、都民の意見、本日の総会の意見等を踏まえて、また被害救済部会で審議をお願い

します。２回ほど予定させていただいております。その後、第７回総会を５月26日を予定

しておりますが、そこで部会の最終的な報告を答申としていただきたいと考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○島田会長 ありがとうございます。 
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 以上、予定されていた議題は終了いたしました。よろしゅうございましょうか。 

 以上をもちまして、本日の総会を終わらせていただきたいと思います。長時間ご審議を

いただきまして、ありがとうございました。 

                午後３時55分閉会 


